
東海市省エネ家電製品購入促進補助金

家庭から排出される温室効果ガスを削減するため、東海市内の販売店
を利用して省エネルギー性能に優れた家電製品に買い替えする費用を
補助します。

お問合せ先
東海市 環境経済部 生活環境課 ゼロカーボン戦略室
電話（直通）052-613-7696、0562-38-6321

補助金の詳細は
ホームページで
ご確認ください。

省エネ基準達成率（目標年度：
２０２７年度）１００％以上
かつ多段階評価点が３．０以上

補助金額 （複数の製品を買い替えた場合でも１世帯３万円が上限です）

対象者（太字は令和８年度に変更した条件）
・対象となる省エネ家電製品を東海市内の販売店で購入し、設置した者
・申請日時点において東海市に居住し、かつ東海市の住民基本台帳に記録されている者
・既に設置している家電製品から同種類の省エネ家電製品に買い替えした者
・市税を滞納していない者
・暴力団員ではない者、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でない者
・令和６年度又は令和７年度に本補助金の交付を受けていない者及びその者と同じ世帯に
属していない者

補助対象経費（対象となる省エネ家電製品本体の
購入に要した費用（税抜き）の額

補助金額

１万円以上１０万円未満 １０，０００円

１０万円以上１５万円未満 ２０，０００円

１５万円以上 ３０，０００円

省エネ基準達成率（目標年度：
２０２１年度）１００％以上
かつ多段階評価点が３．０以上

補助対象家電
エアコン

電気冷蔵庫

① ここが
３．０以上
であること

② ここが
１００％以上
であること

①、②を共に満たす製品が対象です！

申請受付・購入対象期間 令和８年４月１日～令和９年３月２４日
※申請された補助金の合計が予算に達した場合、申請受付を終了する可能性があります。

令和８年度当初予算額 ３０，０００千円
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